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例会記録　2019.7.24（水）　通算 1932 回
ソ ン グ

出 席 報 告

「奉仕の理想」「四つのテスト」

　７月　３日　会員数４３名　欠席者 　８名　  出席率　80.90％（修正による）
　（この内出席免除者　１２名）

　７月２４日　会員数４３名　欠席者 １３名　  実出席者数２６名
　（この内出席免除者　１２名）   　出席率　66.66％

幹事報告　第 3 回（通算 1932 回）

１．幹事より
　　⑴　神戸西R.C. と神戸北 R.C. が合併になり、「神戸西R.C.」として
　　　　再スタートとなっております。
　　⑵　各R.C. の例会変更通知は、回覧致しますのでご確認下さい。
　　⑶　BANBANガイドに、暑中見舞いの名刺広告を出しましたので、
　　　　回覧致しますのでご覧ください。

２．兵庫県立美術館より
　　山村コレクション展の案内が届いております。

３．相生R.C. より
　　週報が届いております。

次回も事業計画発表ですので、再度、事業計画書をご持参お願い致します。
次回もご多忙とは存じますが、引き続き多数のご出席お願い致します。

本年度各委員会事業説明
令和元年7月24日（水）

庄司　武　S.A.A. 委員長

小西　文孝　ロータリー財団委員長

志方　正昭　職業奉仕委員長

矢野　聡　米山奨学委員長

大村　裕史　社会奉仕委員長

村上　則宏　クラブ奉仕委員長

吉川　弘　青少年奉仕委員長



◇  プログラム予定  ◇

会　長　　佐　野　栄　作
例会日時　　毎週水曜日　12：30　　例会場　　高砂商工会議所会議室（2F）
事務局　高砂商工会議所内　〒 676-0064　高砂市高砂町北本町 1104　電話（079）443-0500

幹　事　　櫻　井　宣　孝 クラブ会報・広報・記録委員長　　青　柳　　　淳

●●●   近隣クラブインフォメーションは、高砂青松ロータリークラブのホームページにてご確認ください。  ●●●  

7 月 31 日（水）各委員会事業説明（前週の続き） 天おろしそばといなり寿し
8 月 7日（水）会員増強委員会 洋食弁当
8 月 14 日（水）休会【定款第８条第１節（ｃ）による】
8 月 19 日（月）竹田契一先生講演会【社会奉仕委員会】（21日分） 幕の内弁当

佐野　栄作
本日は委員会事業説明です。各委員長様よろしく御
願いします。

櫻井　宣孝
本日の事業計画発表、各委員長様、宜しくお願い
致します。

中谷　利幸
暫く勝手致しました。いよいよ梅雨明け間近です。
体調管理にご自愛下さい。

小西　文孝
中谷さんに久し振りにお元気なお
顔をみまして安心しました。ご自
愛下さい。

庄司　　武・京谷　愼平
吉川　　弘・志方　正昭
田中　浩行・内海　　薫・柿木　國夫
川崎　一生・村上　則宏・井野　隆弘
矢野　　聡・増田　耕太郎
花をかざりましょう。

2019年規定審議会報告
　前回の会長の時間で2019年規定審議会の決定事項の中のローターアクト
についてお伝えしましたが、今回はそれ以外の審議事項の中で我々に関係が
深い事項の説明をさせていただきます。
　まず、規定審議会とはロータリー唯一の立法機関で、3年に1度シカゴで開
催されます。世界538地区から、各1名の代議員が参加します。制定案は組
織規程（定款、細則）の改正を提案するもので、RI定款の改正を決議するに
は2/3以上の賛成が必要です。細則は過半数の賛成で改正が決議されます。
　それをふまえて、当地区からは5つの制定案が上程されましたが、すべて否決されました。その
中の1つをご紹介します。
・19-33　クラブが少なくとも年40回、例会を行うことを規定する件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不採択（122:384）
　今回の規定審議会で採択された主な制定案
・ローターアクトクラブにRI加盟を認める件（制定案19-72）
・RI細則の会員身分の制約の条項に「各クラブは、多様性を推進するような均衡のとれた会員構成
　にするように努めるものとする」を追加する
・クラブ会長の後任者がしかるべく選挙されなかった場合、現職の会長の任期を1年に限り延長する
・現在例会の前後14日間とされている欠席のメークアップの期間を「同年度内」とする
・RI定款の職業分類の制限（いわゆる「10%ルール」）を廃止する
・会員数が6名未満になったクラブについて、ガバナーの要請により、 RI 理事会がクラブを終結させ
　ることができるものとする
・人頭分担金を今後3年間、毎年1ドルずつ増額する

組織規定の改正は、7月1日から効力を生ずる。とりわけ標準ロータリークラブ定款が全面的に「改
定」されましたが、自クラブの定款を改定するかどうかはそれぞれのクラブの自治によると説明さ
れました。
それと同時に、特にメーキャップが同年度内となったことにより出席率をどう扱うか議論する必要
があると説明を受けました。いずれにしても1月頃に配布される「取り扱い要覧」が届くまでは現
状の運営を続けてくださいとのことでした。


